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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年8月28日(2008.8.28)

【公開番号】特開2007-311726(P2007-311726A)
【公開日】平成19年11月29日(2007.11.29)
【年通号数】公開・登録公報2007-046
【出願番号】特願2006-142129(P2006-142129)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/46    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月10日(2008.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気相成長を施す基板を加熱するための基板加熱機構と、基板加熱機構から照射される熱
を、基板に均一に伝熱するための均熱板と、上記均熱板を保持するための保持台とが備え
られている気相成長装置であって、
　上記均熱板と保持台との接触面かつ、上記均熱板の中心軸近傍で、上記均熱板の面方向
の移動を拘束するための移動拘束手段を備えることを特徴とする気相成長装置。
【請求項２】
　上記移動拘束手段は、上記均熱板および上記保持台のそれぞれに備えられていることを
特徴とする請求項１に記載の気相成長装置。
【請求項３】
　上記移動拘束手段は、互いに嵌合されていることを特徴とする請求項２に記載の気相成
長装置。
【請求項４】
　上記移動拘束手段は複数であり、それぞれが凸部および開口部、または凸部および凹部
のいずれか一方を含むことを特徴とする請求項３に記載の気相成長装置。
【請求項５】
　上記凸部は、上記均熱板に形成され、
　上記凹部または開口部は、上記保持台に形成されていることを特徴とする請求項４に記
載の気相成長装置。
【請求項６】
　上記凸部が、上記均熱板とは別個の部材からなることを特徴とする請求項５に記載の気
相成長装置。
【請求項７】
　上記凹部または開口部は、上記均熱板に形成され、
　上記凸部は、上記保持台に形成されていることを特徴とする請求項４に記載の気相成長
装置。
【請求項８】



(2) JP 2007-311726 A5 2008.8.28

　上記均熱板に設けられた移動拘束手段が、上記基板と反対側に形成されていることを特
徴とする請求項２に記載の気相成長装置。
【請求項９】
　上記保持台は、上記均熱板とともに、上記基板と均熱板との間で上記基板を保持するた
めのものであることを特徴とする請求項１～８の何れか１項に記載の気相成長装置。
【請求項１０】
　上記均熱板および上記保持台は、温度上昇とともに上記凸部と、凹部または開口部との
隙間が小さくなるよう、線膨張係数を考慮して選択される材料からなることを特徴とする
請求項４に記載の気相成長装置。
【請求項１１】
　上記均熱板および保持台は、上記凸部と凹部または開口部との寸法が温度上昇とともに
変化しないよう、線膨張係数を考慮して選択される材料からなることを特徴とする請求項
４に記載の気相成長装置。
【請求項１２】
　上記基板と重なる上記保持台の部分が、石英からなることを特徴とする請求項１に記載
の気相成長装置。
【請求項１３】
　上記基板と接する上記保持台の部分が、サファイアからなることを特徴とする請求項１
に記載の気相成長装置。
【請求項１４】
　上記均熱板を複数備えることを特徴とする請求項１に記載の気相成長装置。
【請求項１５】
　上記均熱板は、複数の上記基板に伝熱することを特徴とする請求項１に記載の気相成長
装置。
【請求項１６】
　基板に気相成長を施す気相成長装置を用いる気相成長方法であって、
　上記気相成長装置は、気相成長を施す基板を加熱するための基板加熱機構と、基板加熱
機構から照射される熱を、基板に均一に伝熱するための均熱板と、上記均熱板を保持する
ための保持台とを備えており、
　上記均熱板と上記保持台との接触面、かつ、上記均熱板の中心軸近傍で、上記均熱板の
面方向の移動拘束を行うことを特徴とする気相成長方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、本発明に係る気相成長装置では、上記移動拘束手段は、上記均熱板および上記保
持台のそれぞれに備えられていることが好ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　また、本発明に係る気相成長装置では、上記凸部は、上記均熱板に形成され、上記凹部
または開口部は、上記保持台に形成されていることが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　また、本発明に係る気相成長装置では、上記凹部または開口部は、上記均熱板に形成さ
れ、上記凸部は、上記保持台に形成されていることが好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　また、本発明に係る気相成長装置では、上記保持台は、上記均熱板とともに、上記基板
と均熱板との間で上記基板を保持するためのものである構成にすることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　また、本発明に係る気相成長装置では、上記基板と重なる上記保持台の部分が、石英か
らなることが好ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　また、本発明に係る気相成長装置では、上記均熱板は、複数の上記基板に伝熱すること
が好ましい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　次に、気相成長部１０における凸部２１と開口部３２との寸法について説明する。均熱
板２および凸部２１の材料は黒鉛であり、サセプタ３および天板４の材料は石英で構成さ
れている。上記の材料は適宜変更可能である。基板加熱用ヒーター５により、均熱板２を
加熱することで、基板１を加熱することによって、温度上昇に伴い均熱板２および凸部２
１は膨張する。ここで、均熱板２の外径の膨張量に比して凸部２１の膨張量は十分に小さ
い。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　－A×DS×αS×(TH－TL)＋DF×αF×(TH－TL)＝－(A×DS×αS－DF×αF)×(TH－TL) 
・・・式(５)
　さらに、上記式（５）および式(1)から、THからTLへ温度低下した際の可動範囲の増加
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量は、以下に示す式（６）のように表すことができる。
　－{A×αS－(１＋αS×TH)/(１＋αF×TH)×αF}×DS×(TH－TL) ・・・(６)
　ここで、線膨張係数αは材料に固有の数値であり、成長温度Tは所定の膜質を得るため
の成長条件から均熱板の偏芯とは無関係に設定されるものである。また、AとDとは設計時
に任意に設定可能なパラメータである。そのため、上記式（６）で、－{A×αS－(１＋α
S×TH)/(１＋αF×TH)×αF}は一定条件下で定数である。
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